
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 規 程 等 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇

等に関する規程 

（平成１６年達示第８３号） 

 （前 略） 
    第４節 特別休暇 
（特別休暇の事由及び期間） 

第２７条 教職員が、次の各号の一に該当する場合

には、特別休暇を与えることがある。 

(1)～(19) （略） 

 

 

 

 

 

 （後 略） 
 

国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規

則 

（平成１７年達示第３７号） 

 （前 略） 

（年次休暇以外の休暇） 

第５４条 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教

職員（第７号及び第１０号に掲げる場合にあって

は、６月以上の契約期間が定められている者又は

６月以上継続勤務している者に限る。）に対して

当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるも

のとする。 

 (1)～(7) （略） 

 (8) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞

移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として

その登録を実施する者に対して登録の申出を行

い、又は配偶者、父母、子（国立大学法人京都

大学教職員の育児・介護休業等に関する規程（平

成１６年達示第８４号。以下「育児・介護規程」

という。）第３条第１項において子に含まれると

される者を含む。以下次項第３号及び第６号に

おいて同じ。）及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移

植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため

末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は

提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しな

いことがやむを得ないと認められるとき 必要

と認められる期間 

 (9) （略） 

 (10) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、そ

の勤務しないことがやむを得ないと認められる

場合（次項第４号及び第５号に掲げる場合を除

く。） 一の事業年度において１０日の範囲内の

期間 

 

 
 
 
 
 
 
第２７条 （同 左） 
 
(1)～(19) （同 左） 

 (20) 教職員が不妊治療に係る通院等のため勤務し

ないことが相当であると認められるとき 一の

年において５日（当該通院等が体外受精その他の

別に定める不妊治療に係るものである場合にあ

っては、１０日）の範囲内の期間 

 

 

 

 

 

 

（年次休暇以外の休暇） 

第５４条 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教

職員（第７号、第１０号、第１１号、第１４号及

び第１５号に掲げる場合にあっては、６月以上の

契約期間が定められている者又は６月以上継続勤

務している者に限る。）に対して当該各号に掲げる

期間の有給の休暇を与えるものとする。 

 (1)～(7) （同 左） 

(8) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞

移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として

その登録を実施する者に対して登録の申出を行

い、又は配偶者、父母、子（国立大学法人京都  

大学教職員の育児・介護休業等に関する規程（平

成１６年達示第８４号。以下「育児・介護規程」

という。）第３条第１項において子に含まれると

される者を含む。以下次項 第１号及び第４号 に 

おいて同じ。）及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移

植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため

末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は 

提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しな 

いことがやむを得ないと認められるとき 必要

と認められる期間 

(9) （同 左） 

(10) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、そ

の勤務しないことがやむを得ないと認められる

場合（次項 第２号及び第３号 に掲げる場合を除

く。） 一の事業年度において１０日の範囲内の

期間 

 (11) 有期雇用教職員が不妊治療に係る通院等のた



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教職員（

第６号及び第７号に掲げる場合にあっては、契約

期間が６月以上である者又は６月以上継続勤務

している者に限る。ただし、これらの休暇を取得

できる有期雇用教職員の制限については、育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成３年法律第７６号。以下

「育児・介護休業法」という。）第１６条の３第

２項及び第１６条の６第２項の規定において準

用する第６条第１項ただし書による労使協定が

ある場合に限る。）に対して当該各号に掲げる期

間の無給の休暇を与えるものとする。 

 (1) ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週

間）以内に出産する予定である女性の有期雇用

教職員が申し出た場合 出産の日までの申し

出た期間 

(2) 女性の有期雇用教職員が出産した場合 出

産の日の翌日から８週間を経過する日までの期

間（産後６週間を経過した女性の有期雇用教職員

が就業を申し出た場合において医師が支障がな

いと認めた業務に就く期間を除く。） 

 (3)～(8) （略） 

３ 前２項の休暇は、必要に応じて１日、１時間又

は１分を単位として取り扱うものとする。ただ

め勤務しないことが相当であると認められる場

合 一の事業年度において５日（当該通院等が体

外受精その他の別に定める不妊治療に係るもの

である場合にあっては、１０日 ）の範囲内の期

間 

 (12) ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週

間）以内に出産する予定である女性の有期雇用教

職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た

期間 

 (13) 女性の有期雇用教職員が出産した場合 出産

の日の翌日から８週間を経過する日までの期間

（産後６週間を経過した女性の有期雇用教職員

が就業を申し出た場合において医師が支障がな

いと認めた業務に就く期間を除く。） 

(14) 有期雇用教職員が妻（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号にお

いて同じ。）の出産に伴い勤務しないことが相当で

あると認められる場合 ２日の範囲内の期間 

(15) 有期雇用教職員の妻が出産する場合であって

その出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっ

ては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週

間を経過する日までの期間にある場合において、

当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達する

までの子（妻の子を含む。）を養育する有期雇用教

職員が、これらの子の養育のため勤務しないこと

が相当であると認められるとき 当該期間内にお

ける５日の範囲内の期間 

２ 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教職員 （

第４号及び第５号に掲げる場合にあっては、契約

期間が６月以上である者又は６月以上継続勤 務

している者に限る。ただし、これらの休暇を取得

できる有期雇用教職員の制限については、育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成３年法律第７６号。以下

「育児・介護休業法」という。）第１６条の３  第

２項及び第１６条の６第２項の規定において 準

用する第６条第１項ただし書による労使協定 が

ある場合に限る。）に対して当該各号に掲げる期間

の無給の休暇を与えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)～(6) （同 左） 

３ 前２項の休暇は、必要に応じて１日、１時間又

は１分を単位として取り扱うものとする。ただし、



し、前項第１号又は第２号に該当する場合におい

ては、１日を単位として取り扱わなければならな

い。 

 （中 略） 

第７章 育児・介護休業等 

（育児・介護休業等） 

第５８条 有期雇用教職員の育児休業、育児部分休

業、介護休業、介護部分休業、介護時間、時間外

勤務の免除・制限及び深夜勤務の制限に関し必要

な事項は、育児・介護規程を準用する（第１２条

第２項から第１４条の１０まで、第２０条の２か

ら第２０条の６まで、第３９条及び第４３条の６

から第４３条の９までを除く。）。この場合におい

て、「教職員」とあるのは「有期雇用教職員」と読

み替えるほか、別表第８の左欄に掲げる育児・介

護規程の条の規定は、同表右欄のとおりとする。 

 （中 略） 

別表第８ 
育児・介
護規程の
規定 

適用する規定 

第３条 第３条 有期雇用教職員は、当該有期
雇用教職員の１歳に満たない子（特
別養子縁組のための試験的な養育期
間にある子（監護期間中の子）及び
養子縁組里親として委託されている
子等を含む。第３１条を除き、以下
同じ。）を養育するために、大学に申
し出ることにより、当該子が１歳に
達する日まで育児休業をすることが
できる。ただし、当該子について、
既に育児休業（当該育児休業に係る
子の出生の日から起算して８週間を
経過する日の翌日まで（出産予定日
前に当該子が出生した場合にあって
は当該出生の日から当該出産予定日
から起算して８週間を経過する日の
翌日までとし、出産予定日後に当該
子が出生した場合にあっては当該出
産予定日から当該出生の日から起算
して８週間を経過する日の翌日まで
とする。）の期間内に、有期雇用教職
員（国立大学法人京都大学有期雇用
教職員就業規則（平成１７年達示第
３７号。以下「有期雇用教職員就業
規則」という。）第２条に定める教職
員のうち、有期雇用教職員就業規則
第５４条第２項第２号に定める年次
休暇以外の休暇を取得した者を除い
た者をいう。）が当該子を養育するた
めにした最初の申出による育児休業
を除く。）をしたことがあるときは、
特別の事情がある場合を除き、当該
申出をすることができない（任期又
は期間を付して雇用される者が育児
休業をしている場合において、その
任期又は期間の終了後、任期又は期

第１項第１２号及び第１３号に該当する場合にお

いては、１日を単位として取り扱わなければなら

ない。 

 

第７章 育児・介護休業等 

（育児・介護休業等） 

第５８条 （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第８ 
育児・介
護規程の
規定 

適用する規定 

第３条 第３条 有期雇用教職員は、当該有期
雇用教職員の１歳に満たない子（特
別養子縁組のための試験的な養育期
間にある子（監護期間中の子）及び
養子縁組里親として委託されている
子等を含む。第３１条を除き、以下
同じ。）を養育するために、大学に申
し出ることにより、当該子が１歳に
達する日まで育児休業をすることが
できる。ただし、当該子について、
既に育児休業（当該育児休業に係る
子の出生の日から起算して８週間を
経過する日の翌日まで（出産予定日
前に当該子が出生した場合にあって
は当該出生の日から当該出産予定日
から起算して８週間を経過する日の
翌日までとし、出産予定日後に当該
子が出生した場合にあっては当該出
産予定日から当該出生の日から起算
して８週間を経過する日の翌日まで
とする。）の期間内に、有期雇用教職
員（国立大学法人京都大学有期雇用
教職員就業規則（平成１７年達示第
３７号。以下「有期雇用教職員就業
規則」という。）第２条に定める教職
員のうち、有期雇用教職員就業規則
第５４条第１項第１３号に定める年
次休暇以外の休暇を取得した者を除
いた者をいう。）が当該子を養育する
ためにした最初の申出による育児休
業を除く。）をしたことがあるときは
、特別の事情がある場合を除き、当
該申出をすることができない（任期
又は期間を付して雇用される者が育
児休業をしている場合において、そ
の任期又は期間の終了後、任期又は



間の更新に伴い、その初日から引き
続き申し出る場合を除く。）。 

２～４ （略） 
第４条 
 

第４条 前条第１項の規定にかかわら 
ず、大学は、育児・介護休業法第６
条第１項ただし書の規定による労使
協定がある場合は、育児休業の申出
があった日から起算して１年以内に
退職することが明らかな有期雇用教
職員からの申出は、これを拒むこと
ができる。 

 
 
 
 
 
２ 前項に定めるもののほか、次の各
号の一に該当する有期雇用教職員 
（無期雇用教職員を除く。）は、育児
休業をすることができない。 

 
 
 
 
 
(1) 大学に引き続き雇用された期間
が１年に満たない有期雇用教職員 
(2) 育児休業により養育する子が１
歳６か月に達する日までに、その労
働契約（労働契約が更新される場合
にあっては、更新後のもの）が満了
することが明らかな有期雇用教職
員 

  
 

第１７条 第１７条 育児部分休業は、有期雇用
教職員就業規則第４４条に規定する
正規の勤務時間の始め又は終りにお
いて、１日を通じて２時間（有期雇
用教職員就業規則第５４条第２項第
３号に規定する保育時間を承認され
ている有期雇用教職員については、
２時間から当該保育時間を減じた時
間）を超えない範囲内で、有期雇用
教職員の託児の態様、通勤の状況等
から必要とされる時間について、 
１５分を単位として行うものとす 
る。 

  

第３１条 第３１条 有期雇用教職員は、負傷、
疾病又は身体上若しくは精神上の障
害により２週間以上の期間にわたり
日常生活を営むのに支障がある者 
（以下「要介護者」という。）を介護
するために、大学に申し出ることに
より、介護休業をすることができる。 

2 前項の規定にかかわらず、大学は、
育児・介護休業法第１２条第２項の
規定において準用する育児・介護休

期間の更新に伴い、その初日から引
き続き申し出る場合を除く。）。 

２～４ （同 左） 
第４条 
 

第４条 前条第１項の規定にかかわら
ず、大学は、育児・介護休業法第６
条第１項ただし書の規定による労使
協定がある場合は、次の各号の一に
該当する有期雇用教職員からの育児
休業の申出は、これを拒むことがで
きる。 

 
(1) 大学に引き続き雇用された期間が
１年に満たない有期雇用教職員 
(2) 育児休業の申出があった日から起
算して１年以内に退職することが明ら
かな有期雇用教職員 
２ 前項に定めるもののほか、育児休
業により養育する子が１歳６か月に
達する日（前条第４項の場合にあっ
ては、２歳に達する日）までに、そ
の労働契約（労働契約が更新される
場合にあっては、更新後のもの）が
満了することが明らかな有期雇用教
職員（無期雇用教職員を除く。）は、
育児休業をすることができない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

第１７条 第１７条 育児部分休業は、有期雇用
教職員就業規則第４４条に規定する
正規の勤務時間の始め又は終りにお
いて、１日を通じて２時間（有期雇
用教職員就業規則第５４条第２項第
１号に規定する保育時間を承認され
ている有期雇用教職員については、
２時間から当該保育時間を減じた時
間）を超えない範囲内で、有期雇用
教職員の託児の態様、通勤の状況等
から必要とされる時間について、 
１５分を単位として行うものとす 
る。 

  

第３１条 第３１条 （同 左） 
 
 
 
 
 
 
２ 前項の規定にかかわらず、大学は、
育児・介護休業法第１２条第２項の
規定において準用する育児・介護休

（中 略） 

（中 略） 



業法第6条第1項ただし書の規定によ
る労使協定がある場合は、介護休業
申出があった日から起算して９３日
以内に退職することが明らかな有期
雇用教職員からの申出は、これを拒
むことができる。 

 
 
 
 
 
３ 前項に定めるもののほか、次の各
号の一に該当する有期雇用教職員 
（無期雇用教職員を除く。）は、介護
休業をすることができない。 
(1) 大学に引き続き雇用された期間
が１年に満たない有期雇用教職員 
(2) 介護休業開始予定日から起算し
て９３日を経過する日から６月を経
過する日までに、その労働契約(労働
契約が更新される場合にあっては、
更新後のもの)が満了することが明
らかな有期雇用教職員 

４ （略） 
  

 
国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規

則 

（平成１７年達示第３８号） 

（前 略） 

（年次休暇以外の休暇） 

第４６条 次の各号に掲げる場合には、時間雇用教

職員（第７号 及び 第１１号に掲げる場合にあっ

ては、６月以上の契約期間が定められている者又

は６月以上継続勤務している者（第７号に掲げる

場合にあっては、１週間の所定勤務日数が２日以

下である者又は週以外の期間によって勤務日が

定められている時間雇用教職員で１年間の勤務

日が１２０日以下である者を除き、第１１号に掲

げる場合にあっては、週以外の期間によって勤務

日が定められている職員で１年間の勤務日が４

７日以下である者を除く。）に限り、第９号に掲

げる場合にあっては、別表第３に掲げる者を除

く。）に対して当該各号に掲げる期間の有給の休

暇を与えるものとする。 

 (1)～(7) （略） 

 (8) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細

胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者と

してその登録を実施する者に対して登録の申

出を行い、又は配偶者、父母、子（国立大学法

人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する

規程（平成１６年達示第８４号。以下「育児・

介護規程」という。）第３条第１項において子

業法第６条第１項ただし書の規定に
よる労使協定がある場合は、次の各
号の一に該当する有期雇用教職員か
らの介護休業の申出は、これを拒む
ことができる。 

 
(1) 大学に引き続き雇用された期間
が１年に満たない有期雇用教職員 
(2) 介護休業申出があった日から起
算して９３日以内に退職することが
明らかな有期雇用教職員 

３ 前項に定めるもののほか、介護休
業開始予定日から起算して９３日を
経過する日から６月を経過する日ま
でに、その労働契約（労働契約が更
新される場合にあっては、更新後の
もの）が満了することが明らかな有
期雇用教職員（無期雇用教職員を除
く。）は、介護休業をすることができ
ない。 

 
 
 
４ （同 左） 

  

 

 

 

 

 

（年次休暇以外の休暇） 

第４６条 次の各号に掲げる場合には、時間雇用教

職員（第７号、第１１号、第１２号、第１５号及

び第１６号に掲げる場合にあっては、６月以上の

契約期間が定められている者又は６月以上継続勤

務している者（第７号に掲げる場合にあっては、

１週間の所定勤務日数が２日以下である者又は週

以外の期間によって勤務日が定められている時間

雇用教職員で１年間の勤務日が１２０日以下であ

る者を除き、第１１号に掲げる場合にあっては、

週以外の期間によって勤務日が定められている職

員で１年間の勤務日が４７日以下である者を除

く。）に限り、第９号に掲げる場合にあっては、別

表第３に掲げる者を除く。）に対して当該各号に掲

げる期間の有給の休暇を与えるものとする。 

 (1)～(7) （同 左） 

(8) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細 

胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者と 

してその登録を実施する者に対して登録の申 

出を行い、又は配偶者、父母、子（国立大学法

人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する

規程（平成１６年達示第８４号。以下「育児・

介護規程」という。）第３条第１項において子 

（後 略） 



に含まれるとされる者を含む。以下次項第３号

及び第６号 において同じ。）及び兄弟姉妹以外

の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹

細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合

で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院

等のため勤務しないことがやむを得ないと認

められるとき 必要と認められる期間 

 (9)・(10) （略） 

 (11) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、

その勤務しないことがやむを得ないと認めら

れる場合（次項 第４号及び第５号 に掲げる場

合を除く。） 次の表の１週間又は１年間の勤

務日の日数欄の区分に応じ、一の事業年度にお

いて、同表の日数の項に掲げる日数の範囲内の

期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 次の各号に掲げる場合には、時間雇用教職員（

第６号及び第７号に掲げる場合にあっては、６月

以上の契約期間が定められている者又は６月以

上継続勤務している者であって、１週間の所定勤

務日数が２日を超える者に限る。ただし、これら

の休暇を取得できる時間雇用教職員の制限につ

いては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律

に含まれるとされる者を含む。以下次項第１号

及び第４号 において同じ。）及び兄弟姉妹以外 

の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹

細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合

で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院

等のため勤務しないことがやむを得ないと認 

められるとき 必要と認められる期間 

(9)・(10) （同 左） 

(11) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、 

その勤務しないことがやむを得ないと認めら 

れる場合（次項第２号及び第３号に掲げる場合

を除く。） 次の表の１週間又は１年間の勤務 

日の日数欄の区分に応じ、一の事業年度におい

て、同表の日数の項に掲げる日数の範囲内の期

間 

 (12) 時間雇用教職員が不妊治療に係る通院等のた

め勤務しないことが相当であると認められる場

合 一の事業年度において５日（当該通院等が体

外受精その他の別に定める不妊治療に係るもの

である場合にあっては、１０日 ）の範囲内の期

間 

 (13) ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週

間）以内に出産する予定である女性の時間雇用教

職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た

期間 

 (14) 女性の時間雇用教職員が出産した場合 出産

の日の翌日から８週間を経過する日までの期間

（産後６週間を経過した女性の時間雇用教職員

が就業を申し出た場合において医師が支障がな

いと認めた業務に就く期間を除く。） 

 (15) 時間雇用教職員が妻（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号にお

いて同じ。）の出産に伴い勤務しないことが相当

であると認められる場合 ２日の範囲内の期間 

(16) 時間雇用教職員の妻が出産する場合であって

その出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっ

ては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週

間を経過する日までの期間にある場合において、

当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達する

までの子（妻の子を含む。）を養育する時間雇用教

職員が、これらの子の養育のため勤務しないこと

が相当であると認められるとき 当該期間内にお

ける５日の範囲内の期間 

２ 次の各号に掲げる場合には、時間雇用教職員 （

第４号及び第５号に掲げる場合にあっては、６月

以上の契約期間が定められている者又は６月 以

上継続勤務している者であって、１週間の所定勤

務日数が２日を超える者に限る。ただし、これら

の休暇を取得できる時間雇用教職員の制限に つ

いては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律



第７６号。以下第５０条において「育児・介護休

業法」という。）第１６条の３第２項又は第１６

条の６第２項の規定において準用する第６条第

１項ただし書による労使協定がある場合に限

る。）に対して当該各号に掲げる期間の無給の休

暇を与えるものとする。 

 (1) ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週

間）以内に出産する予定である女性の時間雇用

教職員が申し出た場合 出産の日までの申し

出た期間 

(2) 女性の時間雇用教職員が出産した場合 出

産の日の翌日から８週間を経過する日までの期

間（産後６週間を経過した女性の時間雇用教職員

が就業を申し出た場合において医師が支障がな

いと認めた業務に就く期間を除く。） 

 (3)～(8) （略） 

３ 前２項の休暇は、必要に応じて１日、１時間又

は１分を単位として取り扱うものとする。ただ

し、第１項第９号、前項第１号及び第２号に掲げ

る場合においては、１日を単位として取り扱わな

ければならない。 

 （中 略） 

第７章 育児・介護休業等 

（育児・介護休業等） 

第５０条 時間雇用教職員の育児休業、育児部分休

業、介護休業、介護部分休業、介護時間、時間外

勤務の免除・制限及び深夜勤務の制限に関し必要

な事項は、育児・介護規程を準用する（第１２条

第２項から第１４条の１０まで、第２０条の２か

ら第２０条の６まで、第３９条及び第４３条の６

から第４３条の９までを除く。)。この場合におい

て、「教職員」とあるのは「時間雇用教職員」と読

み替えるほか、別表第７の左欄に掲げる育児・介

護規程の条の規定は、同表右欄のとおりとする。 

 （中 略） 

別表第７（第５０条関係） 
育児・介
護規程の
規定 

適用する規定 

第３条 第３条 時間雇用教職員は、当該時間
雇用教職員の１歳に満たない子（特
別養子縁組のための試験的な養育期
間にある子（監護期間中の子）及び
養子縁組里親として委託されている
子等を含む。第３１条を除き、以下
同じ。）を養育するために、大学に申
し出ることにより、当該子が１歳に
達する日まで育児休業をすることが
できる。ただし、当該子について、
既に育児休業（当該育児休業に係る
子の出生の日から起算して８週間を
経過する日の翌日まで（出産予定日
前に当該子が出生した場合にあって
は当該出生の日から当該出産予定日

第７６号。以下第５０条において「育児・介護休

業法」という。）第１６条の３第２項又は第１６条

の６第２項の規定において準用する第６条  第

１項ただし書による労使協定がある場合に限る。）

に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与

えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)～(6) （同 左） 

３ 前２項の休暇は、必要に応じて１日、１時間又

は１分を単位として取り扱うものとする。ただし、

第１項第９号、第１３号及び第１４号に掲げる場

合においては、１日を単位として取り扱わなけれ

ばならない。 

 

第７章 育児・介護休業等 

（育児・介護休業等） 

第５０条 （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第７（第５０条関係） 
育児・介
護規程の
規定 

適用する規定 

第３条 第３条 時間雇用教職員は、当該時間
雇用教職員の１歳に満たない子（特
別養子縁組のための試験的な養育期
間にある子（監護期間中の子）及び
養子縁組里親として委託されている
子等を含む。第３１条を除き、以下
同じ。）を養育するために、大学に申
し出ることにより、当該子が１歳に
達する日まで育児休業をすることが
できる。ただし、当該子について、
既に育児休業（当該育児休業に係る
子の出生の日から起算して８週間を
経過する日の翌日まで（出産予定日
前に当該子が出生した場合にあって
は当該出生の日から当該出産予定日



から起算して８週間を経過する日の
翌日までとし、出産予定日後に当該
子が出生した場合にあっては当該出
産予定日から当該出生の日から起算
して８週間を経過する日の翌日まで
とする。）の期間内に、時間雇用教職
員（国立大学法人京都大学時間雇用
教職員就業規則（平成１７年達示第
３８号。以下「時間雇用教職員就業
規則」という。）第２条第１項に定め
る教職員のうち、時間雇用教職員就
業規則第４６条第２項第２号に定め
る年次休暇以外の休暇を取得した者
を除いた者をいう。）が当該子を養育
するためにした最初の申出による育
児休業を除く。）をしたことがあると
きは、特別の事情がある場合を除き、
当該申出をすることができない（任
期又は期間を付して雇用される者が
育児休業をしている場合において、
その任期又は期間の終了後、任期又
は期間の更新に伴い、その初日から
引き続き申し出る場合を除く。）。 

 
２～４ （略） 

第４条 第４条 前条第１項の規定にかかわら 
ず、大学は、育児・介護休業法第６
条第１項ただし書の規定による労使
協定がある場合は、次の各号の一に
該当する時間雇用教職員からの育児
休業の申出は、これを拒むことがで
きる。 

 
 
(1) 育児休業申出があった日から起
算して１年以内に退職することが
明らかな時間雇用教職員 
(2) １週間の所定勤務日数が２日以
下の時間雇用教職員 

２ 前項に定めるもののほか、次の各
号の一に該当する時間雇用教職員 
（無期雇用教職員を除く。）は、育児
休業をすることができない。 

 
 
 
 
 
(1) 大学に引き続き雇用された期間
が１年に満たない時間雇用教職員 
(2) 育児休業により養育する子が１
歳６か月に達する日までに、その労
働契約（労働契約が更新される場合
にあっては、更新後のもの）が満了
することが明らかな時間雇用教職
員 

  
 

第１７条 第１７条 育児部分休業は、時間雇用

から起算して８週間を経過する日の
翌日までとし、出産予定日後に当該
子が出生した場合にあっては当該出
産予定日から当該出生の日から起算
して８週間を経過する日の翌日まで
とする。）の期間内に、時間雇用教職
員（国立大学法人京都大学時間雇用
教職員就業規則（平成１７年達示第
３８号。以下「時間雇用教職員就業
規則」という。）第２条第１項に定め
る教職員のうち、時間雇用教職員就
業規則第４６条第１項第１４号に定
める年次休暇以外の休暇を取得した
者を除いた者をいう。）が当該子を養
育するためにした最初の申出による
育児休業を除く。）をしたことがある
ときは、特別の事情がある場合を除
き、当該申出をすることができない
（任期又は期間を付して雇用される
者が育児休業をしている場合におい
て、その任期又は期間の終了後、  
任期又は期間の更新に伴い、その初
日から引き続き申し出る場合を除 
く。）。 

２～４ （同 左） 
第４条 第４条 （同 左） 

 
 
 
 
 
 
(1) 大学に引き続き雇用された期間
が１年に満たない時間雇用教職員 
(2) （同 左） 
 
 
(3) （同 左） 
 

２ 前項に定めるもののほか、育児休
業により養育する子が１歳６か月に
達する日（前条第４項の場合にあっ
ては、２歳に達する日）までに、そ
の労働契約（労働契約が更新される
場合にあっては、更新後のもの）が
満了することが明らかな時間雇用教
職員（無期雇用教職員を除く。）は、
育児休業をすることができない。 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

第１７条 第１７条 育児部分休業は、時間雇用

（中 略） 



教職員就業規則第３８条に規定する
正規の勤務時間の始め又は終りにお
いて、１日を通じて２時間（時間雇
用教職員就業規則第４６条第２項第
３号に規定する保育時間を承認され
ている時間雇用教職員については、
２時間から当該保育時間を減じた時
間）を超えない範囲内で、時間雇用
教職員の託児の態様、通勤の状況等
から必要とされる時間について、 
１５分を単位として行うものとす 
る。 

  

第３１条 第３１条 時間雇用教職員は、負傷、
疾病又は身体上若しくは精神上の障
害により２週間以上の期間にわたり
日常生活を営むのに支障がある者 
（以下「要介護者」という。）を介護
するために、大学に申し出ることに
より、介護休業をすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、大学は、
育児・介護休業法第１２条第２項の
規定において準用する育児・介護休
業法第６条第１項ただし書の規定に
よる労使協定がある場合は、次の各
号の一に該当する時間雇用教職員か
らの介護休業の申出は、これを拒む
ことができる。 

 
 
(1) 介護休業申出があった日から起
算して９３日以内に退職すること
が明らかな時間雇用教職員 
(2) １週間の所定勤務日数が２日以
下の時間雇用教職員 

３ 前項に定めるもののほか、次の各
号の一に該当する時間雇用教職員 
（無期雇用教職員を除く。）は、介護
休業をすることができない。 

 
 
 
 
 
(1) 大学に引き続き雇用された期間
が１年に満たない時間雇用教職員 
(2) 介護休業開始予定日から起算し
て９３日を経過する日から６月を
経過する日までに、その労働契約（
労働契約が更新される場合にあっ
ては、更新後のもの）が満了するこ
とが明らかな時間雇用教職員 

４ （略） 
  

 

教職員就業規則第３８条に規定する
正規の勤務時間の始め又は終りにお
いて、１日を通じて２時間（時間雇
用教職員就業規則第４６条第２項第
１号に規定する保育時間を承認され
ている時間雇用教職員については、
２時間から当該保育時間を減じた時
間）を超えない範囲内で、時間雇用
教職員の託児の態様、通勤の状況等
から必要とされる時間について、 
１５分を単位として行うものとす 
る。 

  

第３１条 第３１条  
 
 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) 大学に引き続き雇用された期間

が１年に満たない時間雇用教職員 
(2) （同 左） 
 
 
(3) （同 左） 
 

３ 前項に定めるもののほか、介護休
業開始予定日から起算して９３日を
経過する日から６月を経過する日ま
でに、その労働契約（労働契約が更
新される場合にあっては、更新後の
もの）が満了することが明らかな時
間雇用教職員（無期雇用教職員を除
く。）は、介護休業をすることができ
ない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
４ （同 左） 

  

   附 則 
 この規程は、令和４年４月１日から施行する。  

（後 略） 

（同 左） 

（中 略） 


